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は
じ
め
に

「
人
」
の
始
期
は
出
生
で
あ
り
、
出
生
前
の
生
命
体
は
「
胎
児
」
で
あ
る
。
刑
法
は
、「
人
」
の
身
体
・
生
命
を
傷
害
罪
・
殺
人
罪
に
よ
っ

て
保
護
し
、「
胎
児
」
の
生
命
を
堕
胎
罪
に
よ
っ
て
保
護
し
て
い
る
。「
胎
児
」
と
は
、
受
胎
す
な
わ
ち
受
精
卵
の
子
宮
へ
の
着
床
終
了
時

か
ら
「
人
の
始
期
」
ま
で
の
間
の
生
命
体
を
指
す
。
医
学
上
は
、
受
精
卵
が
着
床
し
た
時
点
か
ら
体
内
で
骨
の
形
成
が
始
ま
る
ま
で
の
、
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人
の
形
を
し
て
い
な
い
初
期
段
階
の
胎
児
を
「
胎
芽
」、
そ
れ
以
降
を
「
胎
児
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
が
、
法
的
に
は
い
ず
れ
も
「
胎
児
」

と
し
て
扱
わ
れ
、
堕
胎
罪
に
よ
る
保
護
の
対
象
と
な
る
。

人
が
「
胎
児
」
か
ら
「
人
」
に
な
る
の
は
ど
の
時
点
か
、
言
い
換
え
れ
ば
、
母
体
内
の
胎
児
が
ど
の
段
階
に
至
っ
た
時
点
以
降
で
傷
害

罪
・
殺
人
罪
の
客
体
で
あ
る
人
と
し
て
、堕
胎
罪
の
客
体
で
あ
る
胎
児
よ
り
手
厚
く
保
護
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
人
の
始
期
の
問
題
を
巡
っ

て
は
、
古
く
か
ら
、
分
娩
の
開
始
を
意
味
す
る
規
則
的
な
陣
痛
開
始
時
と
す
る
陣
痛
説
、
母
体
か
ら
胎
児
が
一
部
で
も
露
出
し
母
体
か
ら

独
立
し
て
直
接
に
侵
害
の
客
体
と
な
り
う
る
状
態
に
達
し
た
時
点
と
す
る
一
部
露
出
説
、
胎
児
の
頭
部
の
一
部
が
露
出
し
た
時
点
と
す
る

頭
部
一
部
露
出
説
、
胎
児
が
母
体
か
ら
全
部
露
出
し
た
時
点
と
す
る
全
部
露
出
説
、
胎
児
が
胎
盤
呼
吸
を
や
め
母
体
外
に
お
い
て
肺
呼
吸

を
な
し
う
る
状
態
に
達
し
た
時
点
と
す
る
独
立
呼
吸
説
が
対
立
し
て
い
た
が
、
後
掲
す
る
大
判
大
正
八
年
一
二
月
一
三
日
刑
録
二
五
輯
一

三
六
七
頁
を
契
機
と
し
て
、
そ
れ
以
降
の
議
論
は
一
部
露
出
説
で
ほ
ぼ
固
ま
っ
て
い
た
と
言
っ
て
良
い
。
し
か
し
近
年
は
、
胎
児
が
母
体

外
で
独
立
し
て
生
存
し
う
る
妊
娠
満
二
二
週
以
降
で
あ
れ
ば
母
体
内
に
あ
っ
て
も
人
と
解
す
べ
き
と
す
る
独
立
生
存
可
能
性
説
、
胎
児
が

社
会
の
一
員
と
な
る
た
め
の
通
過
儀
礼
と
し
て
の
「
出
生
」
時
と
す
る
出
生
説
な
ど
の
新
た
な
学
説
が
主
張
さ
れ
、
さ
ら
に
ド
イ
ツ
で
は

古
く
か
ら
の
通
説
で
あ
る
が
わ
が
国
で
は
従
来
は
支
持
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
上
掲
の
陣
痛
説
に
も
、
複
数
の
論
者
に
よ
る
再
評
価
の
動
き

が
あ
る
。
伝
統
的
な
論
点
で
あ
っ
た
人
の
始
期
を
巡
る
議
論
は
、
一
部
露
出
説
一
辺
倒
の
状
況
か
ら
、
新
た
な
段
階
へ
と
ま
さ
に
移
行
し

よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
論
文
は
、
人
の
始
期
に
つ
い
て
、
判
例
の
動
向
、
近
年
の
学
説
の
状
況
を
参
照
し
て
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

判
例
の
動
向

ま
ず
、
人
の
始
期
の
前
段
階
に
お
い
て
問
題
と
な
る
「
堕
胎
」
の
定
義
に
つ
い
て
、
旧
刑
法
の
時
代
の
判
例
は
、
死
産
で
あ
る
こ
と
を
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要
求
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
大
判
明
治
三
六
年
七
月
六
日
刑
録
九
輯
一
八
巻
一
二
一
九
頁
は
、
被
告
人
の
娘
Ａ
女
が
私
通
の
結
果
妊
娠

し
ま
さ
に
分
娩
し
よ
う
と
す
る
に
当
た
り
、
Ｂ
女
を
教
唆
し
て
、
そ
の
両
手
を
Ａ
女
の
産
門
に
挿
入
さ
せ
、
す
で
に
産
門
よ
り
頭
頂
部
が

露
出
し
た
胎
児
の
鼻
口
を
圧
迫
さ
せ
て
呼
吸
運
動
を
不
可
能
に
し
て
死
亡
さ
せ
、
さ
ら
に
産
門
よ
り
引
き
出
さ
せ
て
分
離
さ
せ
た
事
案
に

つ
い
て
、
被
告
人
が
、
堕
胎
の
定
義
は
「
胎
児
ヲ
シ
テ
時
期
ニ
先
チ
胎
盤
ヲ
離
レ
テ
流
産
セ
シ
ム
ル
」
行
為
と
解
す
べ
き
と
主
張
し
た
と

こ
ろ
、「
堕
胎
ト
ハ
薬
物
其
他
ノ
方
法
ヲ
以
テ
胎
内
ニ
在
ル
胎
児
ヲ
殺
シ
之
ヲ
胎
外
ニ
排
出
セ
シ
ム
ル
ヲ
云
フ
義
ニ
シ
テ
其
分
娩
期
ニ
至
リ

シ
ト
否
ト
ハ
問
ハ
サ
ル
所
ナ
リ
」
と
判
示
し
て
、
堕
胎
教
唆
罪
の
成
立
を
認
め
た
。
し
か
し
、
現
行
刑
法
が
施
行
さ
れ
て
以
降
今
日
ま
で

の
判
例
は
、
一
貫
し
て
、
胎
児
が
生
産
か
死
産
か
は
堕
胎
罪
の
成
否
に
影
響
し
な
い
と
し
て
い
る
。

こ
の
問
題
に
関
す
る
判
例
事
案
の
類
型
は
二
通
り
あ
る
。
第
一
は
、
堕
胎
が
行
わ
れ
胎
児
が
死
亡
し
た
も
の
の
、
胎
児
が
生
産
か
死
産

か
が
不
明
で
あ
っ
た
事
案
で
あ
る
。
こ
の
類
型
に
分
類
し
う
る
判
例
と
し
て
、
大
判
明
治
四
二
年
一
〇
月
一
九
日
刑
録
一
五
輯
一
四
二
〇

頁
、
大
判
大
正
六
年
一
月
二
六
日
新
聞
一
二
三
〇
号
二
九
頁
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
、
堕
胎
罪
は
自
然
の
分
娩
期
に
先
立
ち
人
為
的
に
胎

児
を
母
体
よ
り
分
離
す
る
こ
と
で
成
立
し
、
胎
児
が
死
亡
す
る
か
否
か
は
犯
罪
の
成
否
に
影
響
し
な
い
な
ど
と
し
て
堕
胎
罪
の
成
立
を
認

め
る
。
第
二
は
、
堕
胎
が
行
わ
れ
た
も
の
の
生
産
で
あ
っ
た
事
案
で
あ
る
。
こ
の
類
型
に
分
類
し
う
る
判
例
と
し
て
、
大
判
明
治
四
四
年

一
二
月
八
日
刑
録
一
七
輯
二
一
八
三
頁
、
大
判
大
正
一
一
年
一
一
月
二
八
日
刑
集
一
巻
七
〇
五
頁
、
最
決
昭
和
六
三
年
一
月
一
九
日
刑
集

二
四
巻
一
号
一
頁
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
第
一
の
類
型
同
様
、
胎
児
が
死
亡
す
る
か
否
か
は
犯
罪
の
成
否
に
影
響
し
な
い
な
ど
と
し
て
堕

胎
罪
の
成
立
を
認
め
る
。
さ
ら
に
生
産
し
た
子
が
殺
害
な
い
し
遺
棄
さ
れ
て
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
堕
胎
罪
と
殺
人
罪
（
大
判
大
正
一
一

年
一
一
月
二
八
日
）、
あ
る
い
は
堕
胎
罪
と
保
護
責
任
者
遺
棄
致
死
罪
（
最
決
昭
和
六
三
年
一
月
一
九
日
）
の
成
立
を
認
め
、
両
罪
は
併
合

罪
と
な
る
と
す
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
判
例
の
罪
数
処
理
に
つ
い
て
は
、
併
合
罪
で
は
な
く
む
し
ろ
牽
連
犯
と
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
の
批

判
が

１
）

あ
る
。
確
か
に
、
同
意
堕
胎
罪
と
殺
人
罪
の
間
に
手
段
と
結
果
の
一
般
的
な
結
び
つ
き
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
事
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案
は
、
当
初
か
ら
意
図
し
て
、
生
産
で
分
娩
し
た
子
を
殺
害
な
い
し
遺
棄
す
る
手
段
と
し
て
堕
胎
行
為
が
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
牽

連
犯
の
二
罪
は
主
観
的
に
も
客
観
的
に
も
牽
連
関
係
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る

２
）

学
説
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
や
は
り
併
合
罪
と
解

す
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

３
）

れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
判
例
は
、
堕
胎
を
「
自
然
の
分
娩
期
に
先
だ
っ
て
人
為
的
に
胎
児
を
母
体
か
ら
分
離
す
る
行
為
」
と
定
義
し
、
そ
の

結
果
、
胎
児
が
生
き
て
母
体
外
に
露
出
す
る
か
、
母
体
内
に
お
い
て
死
亡
す
る
か
は
堕
胎
罪
の
成
否
に
影
響
し
な
い
と
す
る
。
こ
の
点
か

ら
、
判
例
は
堕
胎
罪
を
抽
象
的
危
険
犯
と
解
し
て
い
る
と
の
指
摘
が

４
）

あ
る
。
そ
し
て
学
説
上
も
、
堕
胎
罪
で
は
法
文
上
、
危
険
の
発
生
が

要
件
と
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
堕
胎
行
為
そ
れ
自
体
に
危
険
が
内
在
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
根
拠
に
、
判
例
を
支
持
す
べ
き
と
す
る
抽
象

的
危
険
犯
説
が
主
張
さ
れ
て

５
）

い
る
。
し
か
し
、
学
説
の
多
く
は
、
判
例
及
び
抽
象
的
危
険
説
に
批
判
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
侵
害
犯
説

は
、
現
在
で
は
母
体
外
に
排
出
さ
れ
た
胎
児
の
生
存
可
能
性
が
高
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
胎
児
の
生
命
・
身
体
の
安
全
に
つ
い
て
危
険
を
生

じ
さ
せ
た
だ
け
で
堕
胎
の
罪
に
よ
り
処
罰
す
べ
き
で
は
な
い
な
ど
と
し
て
、
堕
胎
罪
を
胎
児
の
生
命
・
身
体
へ
の
侵
害
犯
と
解
し
、
堕
胎

を
「
胎
児
に
攻
撃
を
加
え
母
体
内
又
は
母
体
外
で
死
亡
さ
せ
た
場
合
」
と
定
義
す
べ
き
と
主
張

６
）

す
る
。
具
体
的
危
険
犯
説
は
、
堕
胎
行
為

は
、
母
体
内
で
胎
児
を
殺
害
し
た
と
き
は
そ
の
時
点
で
既
遂
と
な
る
が
、
そ
れ
以
外
の
場
合
は
、
胎
児
の
生
命
・
身
体
の
安
全
に
つ
い
て

危
険
を
生
じ
さ
せ
る
母
体
外
へ
の
排
出
時
に
既
遂
と
す
べ
き
で
、
胎
児
の
死
亡
を
要
件
と
す
べ
き
で
は
な
い
な
ど
と
し
て
、
堕
胎
を
「
胎

児
に
攻
撃
を
加
え
て
出
生
前
ま
た
は
後
に
死
亡
さ
せ
、
ま
た
は
胎
児
も
し
く
は
母
体
に
と
っ
て
具
体
的
に
危
険
を
有
す
る
方
法
に
よ
り
、

人
工
的
に
胎
児
を
母
体
か
ら
分
離
な
い
し
排
出
す
る
こ
と
」
と
定
義
す
べ
き
と
主
張

７
）

す
る
。

次
に
、
人
の
始
期
を
ど
の
時
点
と
解
す
る
か
に
つ
い
て
、
旧
刑
法
の
時
代
の
判
例
は
、
必
ず
し
も
胎
児
の
一
部
露
出
な
い
し
全
部
露
出

を
要
求
し
て
い
な
か
っ
た
。
前
掲
大
判
明
治
三
六
年
七
月
六
日
は
、
教
唆
し
て
、
分
娩
中
に
頭
部
を
一
部
露
出
し
た
が
呼
吸
開
始
前
の
子

を
殺
害
し
た
事
案
に
つ
い
て
、
謀
殺
罪
や
故
殺
罪
で
は
な
く
、
堕
胎
教
唆
罪
の
成
立
を
認
め
た
。
し
か
し
、
現
行
刑
法
が
施
行
さ
れ
て
以
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降
は
、
人
の
始
期
を
一
部
露
出
時
で
あ
る
と
明
言
し
た
大
審
院
判
例
が
あ
り
、
こ
れ
が
今
日
ま
で
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
な
っ
て
い

る
。す

な
わ
ち
、
大
判
大
正
八
年
一
二
月
一
三
日
は
、
妊
婦
で
あ
っ
た
が
そ
れ
を
他
人
に
隠
し
て
い
た
被
告
人
が
、
便
所
に
お
い
て
分
娩
を

催
し
、
嬰
児
が
仮
死
状
態
の
ま
ま
母
体
か
ら
一
部
露
出
し
た
時
点
で
嬰
児
の
顔
面
を
両
手
で
強
く
圧
迫
し
、
さ
ら
に
糞
壷
内
に
娩
出
し
た

嬰
児
を
、
人
目
に
触
れ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
し
て
棒
を
用
い
て
糞
便
中
に
突
っ
込
み
、
よ
っ
て
嬰
児
を
窒
息
死
さ
せ
た
事
案
に
つ
い
て
、

殺
人
罪
の
成
否
が
争
わ
れ
、
第
一
審
は
、
被
告
人
に
殺
人
罪
の
故
意
が
十
分
で
な
い
と
し
て
無
罪
と
し
、
控
訴
審
は
、
嬰
児
の
顔
面
を
圧

迫
し
て
か
ら
糞
便
中
に
突
っ
込
ん
だ
一
連
の
行
為
に
つ
き
殺
人
罪
の
成
立
を
認
め
、
こ
れ
に
対
し
、
被
告
人
は
、
民
法
上
の
通
説
で
あ
る

全
部
露
出
説
に
照
ら
せ
ば
、
同
行
為
は
、
自
然
の
産
出
時
期
を
ま
た
ず
に
胎
児
を
母
体
か
ら
分
離
さ
せ
た
点
で
は
堕
胎
罪
と
な
る
に
過
ぎ

な
い
こ
と
、
嬰
児
を
糞
便
中
に
突
っ
込
ん
で
窒
息
死
さ
せ
た
行
為
に
つ
い
て
は
、
被
告
人
に
嬰
児
が
仮
死
状
態
で
あ
っ
た
事
実
の
認
識
が

欠
け
て
い
る
こ
と
、
本
件
の
嬰
児
は
呼
吸
機
能
を
開
始
す
る
こ
と
な
く
真
死
状
態
に
至
っ
て
お
り
、
失
う
べ
き
生
命
の
開
始
自
体
が
な
い

こ
と
か
ら
、
殺
人
罪
に
は
該
当
し
な
い
と
主
張
し
て
上
告
し
た
と
こ
ろ
、「
胎
児
カ
未
タ
母
体
ヨ
リ
全
然
分
離
シ
テ
呼
吸
作
用
ヲ
始
ム
ル
ニ

至
ラ
サ
ル
モ
既
ニ
母
体
ヨ
リ
其
一
部
ヲ
露
出
シ
タ
ル
以
上
母
体
ニ
関
係
ナ
ク
外
部
ヨ
リ
之
ニ
死
亡
ヲ
来
ス
ヘ
キ
侵
害
ヲ
加
フ
ル
ヲ
得
ヘ
キ

カ
故
ニ
殺
人
罪
ノ
客
体
ト
ナ
リ
得
ヘ
キ
人
ナ
リ
ト
云
フ
ヲ
妨
ケ
ス
」
と
し
て
、
一
部
露
出
説
を
採
用
し
た
う
え
で
、
嬰
児
の
顔
面
を
圧
迫

し
た
行
為
を
殺
人
行
為
の
一
部
と
認
め
、
さ
ら
に
「
胎
児
カ
生
活
機
能
ヲ
具
備
シ
テ
母
体
ヨ
リ
其
全
部
若
ク
ハ
一
部
ヲ
露
出
シ
タ
ル
以
上

タ
ト
ヒ
仮
死
ノ
状
態
ニ
在
リ
テ
未
タ
呼
吸
作
用
ヲ
開
始
セ
サ
ル
モ
生
命
ヲ
保
有
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
カ
故
ニ
殺
人
罪
ノ
客
体
ト
ナ
リ
得
ヘ
キ
人

ナ
リ
ト
云
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
し
て
、
独
立
呼
吸
説
を
明
確
に
排
斥
し
殺
人
罪
の
成
立
を
認
め
て
上
告
棄
却
し
た
。

本
件
事
案
で
は
、
被
告
人
が
子
を
糞
壷
内
に
娩
出
し
た
行
為
は
、
全
部
露
出
説
あ
る
い
は
独
立
呼
吸
説
に
拠
る
な
ら
ば
、
上
告
理
由
に

あ
る
よ
う
に
、
客
観
的
に
は
、
顔
面
圧
迫
及
び
そ
れ
以
降
の
娩
出
に
か
か
る
一
連
の
行
為
に
よ
り
、
時
間
的
に
わ
ず
か
な
が
ら
も
「
自
然
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ノ
分
娩
期
ニ
先
チ
」
全
部
露
出
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
、
判
例
の
「
堕
胎
」
の
定
義
に
適
う
と
見
る
余
地
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

本
判
決
の
採
る
一
部
露
出
説
に
拠
れ
ば
、
本
件
事
案
に
お
け
る
子
の
娩
出
す
な
わ
ち
一
部
露
出
は
、
必
ず
し
も「
自
然
ノ
分
娩
期
ニ
先
チ
」

生
じ
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
客
観
的
に
は
殺
人
に
当
た
る
と
し
て
も
「
堕
胎
」
に
は
当
た
ら
な
い
と
す
る
余
地
が
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、

多
数
説
は
、「
堕
胎
」の
定
義
に
つ
い
て
、
判
例
の
定
義
に
さ
ら
に
母
体
内
で
胎
児
を
殺
害
し
た
場
合
も
加
え
る
べ
き
と
解
し
て

８
）

い
る
。
こ

れ
に
従
う
な
ら
ば
、
一
部
露
出
説
に
拠
っ
て
も
、「
人
」
と
な
っ
た
子
の
身
体
の
大
部
分
が
「
母
体
内
」
に
あ
る
時
点
で
の
殺
害
で
あ
る
か

ら
、
か
ろ
う
じ
て
「
堕
胎
」
と
な
る
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
堕
胎
罪
と
殺
人
罪
を
区
別
す
る

人
の
始
期
を
あ
い
ま
い
に
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
主
観
的
に
は
ど
う
か
。
一
部
露
出
説
に
拠
る
な
ら
ば
、
被
告
人
の
認
識
上
は
、
子
が
「
人
」
と
な
っ
た
段
階
で
殺
害
し
て

い
る
か
ら
、
子
は
実
際
に
は
糞
壷
内
で
窒
息
死
し
て
い
る
も
の
の
、
因
果
関
係
の
錯
誤
に
お
け
る
遅
す
ぎ
た
結
果
発
生
の
事
案
と
解
し
て
、

殺
人
の
故
意
を
認
め
う
る
。
も
っ
と
も
、
糞
壷
内
へ
の
娩
出
自
体
に
つ
い
て
は
、「
胎
児
ヲ
母
体
ヨ
リ
分
離
」す
る
と
の
認
識
に
よ
ら
な
い

か
ら
、
堕
胎
罪
の
故
意
を
欠
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
一
部
露
出
時
に
お
い
て
子
が
死
亡
し
た
以
上
は
、
死
亡
し
た
子
は
胎
児
に
含
ま
れ
う
る

死
胎
で
は
な
く
、
人
よ
り
転
じ
た
「
死
体
」
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
全
部
露
出
説
及
び
独
立
呼
吸
説
に
拠
る
な
ら
ば
、
被
告

人
の
認
識
で
は
子
を
胎
児
段
階
で
殺
害
し
て
い
る
が
、
母
体
か
ら
の
分
離
時
の
子
は
死
胎
と
解
し
う
る
し
、
堕
胎
の
定
義
に
関
す
る
多
数

説
に
拠
れ
ば
、
母
体
内
で
の
胎
児
殺
と
し
て
の
「
堕
胎
」
の
故
意
を
認
め
う
る
。
し
か
し
、
全
部
露
出
な
い
し
独
立
呼
吸
時
に
お
い
て
子

を
殺
害
し
た
と
は
認
識
し
て
い
な
い
か
ら
、
殺
人
罪
の
故
意
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

以
上
見
た
よ
う
に
、
本
件
事
案
で
は
、
一
部
露
出
説
に
拠
れ
ば
殺
人
罪
の
成
立
を
認
め
う
る
も
の
の
堕
胎
罪
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
は

で
き
ず
、
全
部
露
出
説
あ
る
い
は
独
立
呼
吸
説
に
拠
れ
ば
堕
胎
罪
の
成
立
を
認
め
う
る
も
の
の
殺
人
罪
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
こ
れ
に
つ
き
、
本
判
決
は
、
一
部
露
出
説
、
全
部
露
出
説
、
独
立
呼
吸
説
の
対
立
に
言
及
し
た
う
え
で
、
一
部
露
出
説
を
採
用
す
る
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こ
と
を
明
言
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
大
判
明
治
三
六
年
七
月
六
日
と
大
判
大
正
八
年
一
二
月
一
三
日
、
そ
し
て
後
者
が
採
用
し
た
一
部
露
出
説
の
関
係
を
ど
の
よ
う

に
理
解
す
る
か
は
、
論
者
に
よ
っ
て
異
な
る
。
こ
れ
に
つ
き
、
全
部
露
出
説
の
一
部
の
論
者
か
ら
は
、
大
判
大
正
八
年
一
二
月
一
三
日
の

行
為
の
大
部
分
は
全
部
露
出
後
に
な
さ
れ
て
お
り
、
全
部
露
出
説
に
拠
っ
て
も
殺
人
罪
が
成
立
す
る
事
案
で
あ
っ
た
と
の
前
提
に
立
ち
、

大
判
大
正
八
年
一
二
月
一
三
日
以
降
、
こ
れ
を
踏
襲
し
確
認
し
た
判
決
が
一
つ
も
出
て
い
な
い
こ
と
、
大
判
明
治
三
六
年
七
月
六
日
は
一

部
露
出
説
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
事
案
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
殺
人
罪
で
は
な
く
堕
胎
罪
の
成
立
を
認
め
た
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
判

例
が
一
部
露
出
説
を
採
っ
て
い
る
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
主
張
が
な
さ
れ
て

９
）

い
る
。
も
っ
と
も
、
通
説
は
、
大
判
大
正
八
年

一
二
月
一
三
日
を
一
部
露
出
説
を
採
る
判
例
と
し
た
う
え
で
、
大
判
明
治
三
六
年
七
月
六
日
を
無
視
す
る
の
が
一
般
的
で

10
）

あ
る
。
大
判
明

治
三
六
年
七
月
六
日
は
、
原
判
決
が
「
胎
児
カ
既
ニ
産
門
ヨ
リ
頭
頂
部
を
露
ハ
シ
将
ニ
出
生
セ
ン
ト
ス
ル
際
之
ヲ
殺
害
シ
テ
呼
吸
運
動
ヲ

営
ム
コ
ト
能
ハ
サ
ラ
シ
メ
…
…
堕
胎
教
唆
ノ
行
為
ア
ル
モ
ノ
ト
シ
」
た
点
に
つ
い
て
、
自
然
の
分
娩
期
到
達
後
の
胎
児
の
殺
害
が
「
堕
胎
」

に
当
た
る
か
が
争
わ
れ
た
と
こ
ろ
、「
原
院
カ
為
シ
タ
ル
擬
律
ハ
其
当
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
」と
判
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
被
告
人
が
胎
児

を
「
殺
害
」
し
て
「
呼
吸
運
動
」
を
不
能
に
し
た
と
の
原
判
決
の
判
断
が
支
持
さ
れ
、
子
の
一
部
な
い
し
全
部
露
出
は
全
く
問
題
と
さ
れ

て
い
な
い
か
ら
、
一
部
露
出
説
や
全
部
露
出
説
を
採
用
し
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
独
立
呼
吸
開
始
を
も
っ
て
人
の
始
期
と
す
る
独
立

呼
吸
説
を
採
用
し
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
大
判
大
正
八
年
一
二
月
一
三
日
は
、
独
立
呼
吸
説
に
言
及
し
た
う
え
で
一
部
露
出

説
を
採
用
す
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
判
例
は
こ
こ
で
一
部
露
出
説
に
立
場
を
転
じ
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

学
説
の
状
況

人
の
始
期
を
巡
っ
て
は
、
今
日
ま
で
に
多
く
の
学
説
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
概
ね
人
の
始
期
を
早
期
に
認
め
る
説
か
ら
順
に
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並
べ
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

一

独
立
生
存
可
能
性
説

人
工
妊
娠
中
絶
に
つ
い
て
規
定
す
る
母
体
保
護
法
は
、
そ
の
運
用
上
、
厚
生
省
通
達
（
平
成
二
年
厚
生
事
務
次
官
通
知
）
に
よ
り
、
母

体
外
に
て
嬰
児
が
生
命
を
保
続
し
う
る
受
胎
後
満
二
二
週
未
満
の
「
胎
児
」
に
つ
い
て
の
み
、
人
工
妊
娠
中
絶
を
許
容
す
る
。
独
立
生
存

可
能
性
説
は
、
こ
の
母
体
保
護
法
の
運
用
状
況
を
参
照
し
た
う
え
で
、
母
体
外
で
生
存
可
能
な
程
度
に
成
熟
し
た
胎
児
は
「
人
」
と
し
て

保
護
に
値
す
る
と
し
て
、
人
の
始
期
を
妊
娠
満
二
二
週
に
至
っ
た
時
点
と

11
）

す
る
。
本
説
に
拠
れ
ば
、
妊
娠
満
二
二
週
以
降
の
嬰
児
殺
に
つ

い
て
は
殺
人
罪
が
成
立
し
、
そ
れ
以
前
の
「
胎
児
」
殺
に
つ
い
て
は
、
母
体
保
護
法
の
適
用
要
件
を
満
た
さ
な
い
場
合
に
は
堕
胎
罪
が
成

立
す
る
が
、
適
用
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
母
体
保
護
法
に
よ
り
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
堕
胎
罪
の
成
立
範

囲
は
非
常
に
限
定
的
な
も
の
と
な
る
。

本
説
に
対
し
て
は
、
妊
婦
を
暴
行
す
る
こ
と
で
、
母
体
外
で
生
存
可
能
な
満
二
二
週
以
降
の
子
を
母
体
内
で
死
な
せ
た
場
合
に
も
殺
人

と
す
る
の
は
妥
当
で

12
）

な
い
、満
二
二
週
未
満
で
早
産
し
た
が
未
熟
児
医
療
に
よ
り
数
十
日
程
度
は
生
存
可
能
な
子
を
殺
害
し
た
場
合
に
は
、

殺
人
罪
に
も
堕
胎
罪
に
も
該
当
せ
ず
不
可
罰
と
な
っ
て
し

13
）

ま
う
、
二
二
週
の
時
点
で
の
子
の
発
育
程
度
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
各
個
体
に

お
い
て
独
立
生
存
能
力
が
あ
る
か
を
証
明
す
る
こ
と
は
困
難
で

14
）

あ
る
、
堕
胎
罪
の
規
定
が
事
実
上
無
意
味
に
な
っ
て
し

15
）

ま
う
な
ど
の
批
判

が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
本
説
の
論
者
は
、
そ
も
そ
も
「
出
生
」
を
も
っ
て
人
の
始
期
と
解
す
る
前
提
自
体
が
合
理
的
根
拠
を
欠
い
て
い
る

と
反
論

16
）

す
る
。
今
日
で
は
、
母
体
保
護
法
に
よ
り
す
で
に
堕
胎
罪
の
適
用
が
非
常
に
限
定
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、

本
説
が
、
こ
と
さ
ら
堕
胎
罪
を
現
状
よ
り
無
意
味
な
も
の
と
す
る
解
釈
で
あ
る
と
ま
で
は
言
い
難
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
、

本
説
に
は
、
満
二
二
週
以
前
で
の
母
体
保
護
法
の
適
用
要
件
の
重
要
性
を
強
調
す
る
意
義
は
認
め
う
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
前
掲
最
決
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昭
和
六
三
年
一
月
一
九
日
は
子
の
生
育
可
能
性
に
言
及
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
一
部
露
出
説
や
全
部
露
出
説
を
採
る
論
者
の
一
部
に
も
、
一

部
な
い
し
全
部
露
出
後
、
子
が
独
自
の
生
存
能
力
、
生
育
可
能
性
を
欠
い
て
い
た
な
ら
ば
「
人
」
と
し
て
保
護
す
べ
き
で
な
い
と
す
る
主

張
が
あ

17
）

る
が
、
本
説
は
こ
れ
ら
生
育
可
能
性
に
言
及
す
る
主
張
と
、
そ
の
趣
旨
に
お
い
て
共
通
す
る
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
本
説
に
は
以
下
の
点
で
疑
問
が
あ
る
。
第
一
は
、
満
二
二
週
以
降
か
否
か
を
明
確
か
つ
客
観
的
に
判
断
す
る
こ
と
が
困
難
な

点
で
あ
る
。
通
常
、
妊
娠
期
間
は
、
胎
児
の
成
長
で
は
な
く
、
母
親
自
身
の
最
終
生
理
日
の
自
己
申
告
に
基
づ
い
て
計
算
さ
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
妊
婦
が
、
実
際
に
は
満
二
二
週
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
終
生
理
日
を
偽
っ
て
一
週
遅
ら
せ
て
申
告
し
た
う
え
で
子
を
殺

害
し
た
場
合
、
本
説
に
よ
れ
ば
満
二
一
週
で
あ
っ
た
と
し
て
自
動
的
に
堕
胎
罪
を
適
用
す
る
こ
と
に
な
り
、
殺
人
罪
の
適
用
が
事
実
上
困

難
と
な
っ
て
し
ま
う
。
第
二
は
、
医
学
的
理
由
に
よ
り
、
妊
娠
中
の
母
親
と
満
二
二
週
以
降
の
子
の
い
ず
れ
か
の
生
命
し
か
救
う
こ
と
が

で
き
な
い
状
況
に
陥
っ
た
場
合
に
、
生
命
対
生
命
の
緊
急
避
難
の
問
題
を
惹
起
す
る
点
で
あ
る
。
と
く
に
、
子
が
双
生
児
で
あ
っ
た
場
合

に
は
、
本
説
に
よ
れ
ば
、
母
親
の
生
命
一
個
を
保
全
法
益
と
し
た
双
生
児
の
二
個
の
生
命
侵
害
は
、
生
命
対
生
命
の
緊
急
避
難
を
許
容
す

る
立
場
に
拠
っ
た
と
し
て
も
、
法
益
権
衡
性
の
点
で
違
法
性
の
阻
却
を
認
め
る
こ
と
が
困
難
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
こ
の
結
論
は
支
持

し

18
）

難
い
。

二

陣
痛
説

陣
痛
説（
分
娩
開
始
説
、
出
産
開
始
説
、
陣
痛
開
始
説
と
も
）は
、
母
体
外
で
生
存
可
能
な
程
度
に
成
熟
し
て
い
る
胎
児
で
あ
れ
ば「
人
」

と
し
て
保
護
に
値
す
る
と
し
て
、
陣
痛
の
開
始
時
を
も
っ
て
人
の
始
期
と
す
る
。
か
つ
て
の
ド
イ
ツ
刑
法
典
に
は
分
娩
中
ま
た
は
分
娩
直

後
の
母
親
に
よ
る
嬰
児
殺
に
関
す
る
規
定
が
あ
り
、
本
説
は
こ
れ
に
対
応
し
て
主
張
さ
れ
た
学
説
で
あ
っ
た
。

ド
イ
ツ
刑
法
は
、
旧
第
二
一
七
条
に
お
い
て
、「
母
が
、
非
嫡
出
子
を
分
娩
中（in der G

eburt

）ま
た
は
分
娩
後
直
ち
に（gleich nach
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der G
eburt

）
殺
し
た
と
き
は
、
三
年
以
上
の
懲
役
刑
に
処
す
る
。
酌
量
す
べ
き
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
六
月
以
上
の
禁
錮
刑
に
処
す

る
。」
と
規
定
し
て
い
た
。
こ
こ
で
の
「
分
娩
中
」
と
は
、
母
と
胎
児
の
肉
体
的
な
接
合
（
臍
帯
（
臍
の
緒
））
を
分
離
す
る
作
用
で
あ
る
、

最
終
的
か
つ
規
則
的
な
陣
痛
、
い
わ
ゆ
る
本
陣
痛
が
始
ま
っ
て
以
降
を
意
味

19
）

す
る
。
こ
の
旧
第
二
一
七
条
は
一
九
九
八
年
に
削
除
さ
れ

20
）

た
が
、
今
日
で
も
、
ド
イ
ツ
の
通
説
は
、
刑
法
上
の
人
の
始
期
の
根
拠
と
し
て
同
条
を
依
然
と
し
て
引
用
す
る
。
す
な
わ
ち
、
人
の
始
期

は
、
母
体
か
ら
の
子
の
露
出
時
で
は
な
く
、
旧
第
二
一
七
条
に
お
け
る「
分
娩
中
」、
す
な
わ
ち
、
経
膣
分
娩
の
経
過
に
よ
れ
ば
、
胎
児
の

「
母
体
か
ら
の
娩
出
（
排
出
）
開
始
（E

insetzen A
usstoß

ungsversuche des M
utterleibes

）」
を
決
定
づ
け
る
「
娩
出
に
至
る
最

終
的
な
陣
痛
の
開
始
（B

eginn der im
 
w
eiteren V

erlauf zur A
usstoß

ung fuhrenden W
ehen

）」
す
な
わ
ち
医
学
用
語
に
い
う

「
開
口
期
陣
痛
（
開
口
陣
痛
）（E

roffnungsw
ehen

）」
の
開
始
時
で
あ
る
と

21
）

す
る
。
分
娩
開
始
か
ら
子
宮
口
が
全
開
大
と
な
る
ま
で
の
期

間
を
「
分
娩
第
一
期
」
ま
た
は
「
開
口
期
（E
roffnungsperiode

）」
と
い
い
、
開
口
期
陣
痛
は
こ
の
間
の
陣
痛
で
あ
る
。
さ
ら
に
続
い

て
胎
児
が
娩
出
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
を
「
分
娩
第
二
期
」
ま
た
は
「
娩
出
期
（A

ustreibungsperiode

）」
と
い
い
、
分
娩
第
一
期
か
ら

第
二
期
ま
で
の
規
則
的
で
次
第
に
痛
み
が
増
大
す
る
陣
痛
を
「
本
陣
痛
（G

eburtsw
ehen

）」
と

22
）

い
う
。
本
説
に
よ
れ
ば
、
開
口
期
陣
痛

の
開
始
時
す
な
わ
ち
本
陣
痛
の
端
緒
が
人
の
始
期
と
な
る
。
一
方
、
帝
王
切
開
の
場
合
に
は
、
帝
王
切
開
に
お
け
る
開
口
期
は
医
師
に
よ

る
開
腹
手
術
時
と
位
置
づ
け
う
る
と
こ
ろ
、
一
部
の
論
者
は
、
医
事
法
的
視
点
か
ら
、
子
宮
切
開
時
で
は
な
く
む
し
ろ
腹
部
切
開
手
術
の

開
始
時
を
も
っ
て
人
の
始
期
と
す
べ
き
と
主
張

23
）

す
る
。
し
か
し
、
通
説
は
、
こ
の
場
合
の
人
の
始
期
は
子
宮
切
開
時
で
あ
る
と

24
）

す
る
。
腹

部
切
開
は
場
合
に
よ
っ
て
は
他
の
目
的
の
た
め
に
も
な
さ
れ
う
る
点
が
、
そ
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て

25
）

い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
解

す
る
こ
と
で
、
ド
イ
ツ
の
通
説
は
、
子
に
と
っ
て
危
険
な
段
階
と
な
る
出
産
過
程
も
人
と
し
て
の
保
護
に
含
め
、
こ
の
段
階
で
の
子
へ
の

殺
傷
に
つ
い
て
殺
人
・
傷
害
に
関
す
る
規
定
を
適
用
し
う
る
と
主
張

26
）

す
る
。
さ
ら
に
旧
第
二
一
七
条
に
つ
い
て
も
、
同
条
は
必
ず
し
も
人

の
生
命
を
保
護
す
る
時
期
を
修
正
す
る
と
の
趣
旨
か
ら
削
除
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
従
っ
て
伝
統
的
な
解
釈
で
あ
る
陣
痛
説
も
ま
た
、
同
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条
の
削
除
に
よ
っ
て
根
拠
を
喪
失
し
放
棄
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
解
さ
れ
て

27
）

い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
わ
が
国
で
は
古
く
か
ら
、
陣
痛
説
を
ド
イ
ツ
の
通
説
と
し
て
参
照
し
つ
つ
も
、
こ
れ
に
批
判
的
な
主
張
が
多
く
見
ら
れ

た
。
す
な
わ
ち
、
陣
痛
説
に
つ
い
て
は
医
学
的
な
妥
当
性
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
陣
痛
す
な
わ
ち
分
娩
作
用
開
始
後
、
数
日
を
経
過
し

て
も
な
お
出
生
に
至
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
で
も
な
お
人
と
し
て
保
護
す
る
の
は
一
般
的
な
理
解
に
反

28
）

す
る
、
陣
痛
説
は
嬰
児
殺
の

場
合
に
お
け
る
嬰
児
の
意
義
に
関
す
る
一
種
の
見
解
で
あ
っ
て
、
一
般
的
に
人
の
問
題
に
関
す
る
も
の
で
は

29
）

な
い
、
分
娩
開
始
の
確
認
が

困
難
で

30
）

あ
る
、
帝
王
切
開
の
際
に
は
子
宮
切
開
す
な
わ
ち
胎
児
の
一
部
露
出
時
に
人
の
始
期
と
す
る
と
の
解
釈
と
一
貫
性
が

31
）

な
い
、
婚
外

子
殺
害
に
関
す
る
規
定
を
持
た
な
い
わ
が
国
の
刑
法
に
お
い
て
、陣
痛
説
を
導
入
す
べ
き
根
拠
が

32
）

な
い
な
ど
の
主
義
が
そ
れ
で
あ
る
。も
っ

と
も
、
近
年
は
、
陣
痛
説
を
再
評
価
し
、
わ
が
国
に
お
い
て
導
入
す
る
余
地
が
あ
る
と
す
る
主
張
が
活
発
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
堕
胎
を

「
自
然
の
分
娩
期
に
先
だ
っ
て
人
為
的
に
胎
児
を
母
体
か
ら
分
離
す
る
行
為
」
と
定
義
す
る
判
例
の
立
場
に
拠
る
な
ら
ば
、
陣
痛
開
始
後
、

一
部
露
出
あ
る
い
は
全
部
露
出
す
る
ま
で
の
間
、「
胎
児
」の
生
命
が
刑
法
的
に
保
護
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
陣
痛
説
で
あ
れ
ば
そ
の

よ
う
な
エ
ア
ポ
ケ
ッ
ト
を
排
除
し

33
）

う
る
、医
療
上
の
過
誤
に
遭
う
危
険
の
あ
る
出
産
過
程
に
お
い
て
子
を
篤
く
保
護
し
う
る
解
釈
で

34
）

あ
る
、

な
ど
の
主
張
が
そ
れ
で
あ
る
。

本
説
に
つ
い
て
は
、
分
娩
開
始
の
確
認
が
は
た
し
て
容
易
で
あ
る
の
か
が
や
は
り
問
題
と
な
ろ
う
。
妊
娠
末
期
に
お
い
て
分
娩
の
時
期

が
近
づ
く
と
、
不
規
則
な
子
宮
収
縮
が
頻
繁
に
見
ら
れ
、「
前
駆
陣
痛
（
前
陣
痛
）（V

orw
ehen

）」
と
呼
ば
れ
る
妊
娠
陣
痛
を
生
じ
る
こ

と
が
あ
る
。
前
駆
陣
痛
は
子
宮
頚
部
の
成
熟
を
促
す
作
用
が
あ
り
、
分
娩
の
準
備
状
態
を
作
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
子
宮
口
を
開
大

す
る
作
用
は
な
い
点
で
本
陣
痛
と
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
は
い
え
、
前
駆
陣
痛
か
ら
そ
の
ま
ま
本
陣
痛
に
至
る
こ
と
が
多
い
た
め
、

妊
婦
自
身
に
よ
る
両
者
の
区
別
は
困
難
で
、
し
か
も
前
駆
陣
痛
は
一
か
月
程
度
継
続
す
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
ド
イ
ツ
で
は
、

開
口
期
陣
痛
で
は
な
く
む
し
ろ
娩
出
期
陣
痛
の
端
緒
で
あ
る
、
陣
痛
に
い
き
み
に
よ
る
腹
圧
も
加
わ
っ
た
「
共
圧
陣
痛
（P

ressw
ehen

）」
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の
開
始
時
を
も
っ
て
人
の
始
期
と
す
べ
き
と
す
る
主
張
も

35
）

あ
る
。
こ
れ
に
つ
き
、
わ
が
国
で
は
、
人
の
始
期
と
し
て
の
陣
痛
、
分
娩
に
そ

こ
ま
で
の
明
確
性
は
不
要
で
、
む
し
ろ
重
要
で
あ
る
の
は
、
裁
判
時
に
鑑
定
で
開
口
期
陣
痛
の
開
始
を
明
ら
か
に
で
き
る
か
否
か
に
あ
る

と
し
た
う
え
で
、
子
の
死
亡
が
妊
娠
中
で
あ
っ
た
か
分
娩
中
で
あ
っ
た
か
出
産
後
で
あ
っ
た
か
、
産
道
の
ど
の
辺
り
で
外
傷
を
受
け
た
か

は
、
解
剖
に
よ
り
原
則
的
に
は
鑑
定
可
能
で
あ
る
か
ら
、
判
断
の
困
難
な
開
口
期
と
分
娩
期
の
分
水
嶺
で
あ
る
娩
出
期
陣
痛
は
人
の
始
期

の
基
準
と
し
て
は
不
適
で
、
む
し
ろ
開
口
期
陣
痛
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
の
批
判
が

36
）

あ
る
。
し
か
し
、
前
駆
陣
痛
と
本
陣
痛
の
区
別
が
、

鑑
定
で
は
と
も
か
く
妊
婦
自
身
に
と
っ
て
は
困
難
で
あ
る
以
上
、
妊
婦
が
前
駆
陣
痛
と
考
え
て
胎
児
を
堕
胎
し
よ
う
と
し
た
が
実
際
に
は

本
陣
痛
で
あ
っ
た

37
）

場
合
、
あ
る
い
は
本
陣
痛
と
考
え
て
い
た
と
こ
ろ
実
際
に
は
前
駆
陣
痛
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
錯
誤
と
し
て
処
理
せ
ざ

る
を
得
な
い
。
さ
ら
に
、
子
が
出
産
過
程
の
ど
の
段
階
に
あ
っ
た
か
を
鑑
定
し
う
る
の
は
、
死
亡
し
た
子
を
解
剖
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、

陣
痛
時
に
な
さ
れ
た
胎
児
性
傷
害
に
よ
り
子
が
母
体
内
で
負
傷
し
た
後
に
全
部
露
出
で
生
産
し
た
場
合
に
は
、
行
為
時
の
陣
痛
が
前
駆
陣

痛
と
本
陣
痛
の
い
ず
れ
で
あ
っ
た
か
を
認
定
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
結
局
、
本
説
は
、
人
の
始
期
の
明
確
な

基
準
を
提
示
し
き
れ
な
い
点
で
疑
問
が
あ
る
。

三

一
部
露
出
説

一
部
露
出
説
は
、
胎
児
が
母
体
か
ら
独
立
し
て
直
接
に
侵
害
の
客
体
と
な
り
う
る
状
態
に
達
し
た
以
上
は
「
人
」
と
し
て
保
護
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
か
ら
、
胎
児
の
身
体
の
一
部
が
母
体
よ
り
露
出
し
た
時
点
を
も
っ
て
人
の
始
期
と
す
べ
き
と
主
張

38
）

す
る
。
本
説
は
、
一
部
露

出
し
た
子
の
身
体
に
直
接
侵
害
を
加
え
た
か
否
か
を
基
準
と
し
、
堕
胎
と
殺
人
と
の
区
別
を
容
易
に
な
し
う
る
利
点
が
あ
る
。
わ
が
国
に

お
け
る
通
説
で
あ
る
。

本
説
に
対
し
て
は
、「
行
為
の
態
様
に
よ
っ
て
客
体
の
性
質
を
区
別
」
す
る
見
解
で

39
）

あ
る
、
人
の
始
期
を
医
学
的
な
基
準
で
あ
る
「
娩
出

232

第 一 部



（A
usstoß

ung

）」の
開
始
時
あ
る
い
は
終
了
時
と
解
す
る
な
ら
ば
、
一
部
露
出
は
娩
出
の
途
中
で
あ
っ
て
基
準
と
し
て
中
途
半
端
で

40
）

あ
る

な
ど
の
批
判
が
あ
る
。
さ
ら
に
ド
イ
ツ
で
は
、
子
が
一
部
露
出
後
に
還
納
、
す
な
わ
ち
再
び
母
体
の
子
宮
内
に
戻
さ
れ
た
場
合
に
、
本
説

に
よ
れ
ば
「
人
」
と
「
胎
児
」
の
い
ず
れ
と
な
る
の
か
不
明
と
な
る
と
の
批
判
が
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
一
部
露
出
説
の
論
者
は
、
胎
児
が

一
部
露
出
し
て
い
る
時
の
み
「
人
」
と
し
て
保
護
す
れ
ば
足
り
る
と
反
論

41
）

す
る
。
一
部
露
出
後
の
子
が
母
体
内
に
還
納
さ
れ
た
な
ら
ば
、

子
は
「
人
」
か
ら
再
び
「
胎
児
」
に
戻
る
だ
け
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
子
が
一
部
露
出
時
に
医
師
等
の
過
失
行
為
に
よ
っ
て
負

傷
し
、
そ
の
後
に
還
納
さ
れ
た
母
体
内
に
て
死
亡
し
た
場
合
の
医
師
の
罪
責
は
問
題
と
な
り
う
る
。
こ
の
場
合
の
子
は
、「
人
」と
し
て
保

護
さ
れ
医
師
は
業
務
上
過
失
致
死
罪
の
罪
責
に
問
わ
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
「
胎
児
」
と
し
て
保
護
さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
医
師
は
過
失
堕

胎
で
不
可
罰
と
な
る
の
か
。
こ
の
よ
う
に
、
胎
児
の
還
納
は
、
胎
児
の
時
点
で
傷
害
を
負
わ
せ
た
子
が
出
生
後
に
死
傷
し
た
場
合
の
罪
責

に
関
す
る
胎
児
性
致
死
傷
の
問
題
に
若
干
類
似
し
た
、
新
た
な
問
題
を
惹
起
す
る
こ
と
に
な
る
。

四

頭
部
一
部
露
出
説

頭
部
一
部
露
出
説
（
頭
部
露
出
説
と
も
）
は
、
一
部
露
出
説
に
対
し
、
胎
児
の
足
が
出
た
に
過
ぎ
な
い
よ
う
な
場
合
ま
で
厚
く
保
護
す

る
必
要
が
あ
る
か
疑
問
で
あ
る
と
し
、
生
命
体
の
最
重
要
器
官
で
あ
る
脳
の
入
っ
て
い
る
頭
部
の
一
部
が
露
出
し
た
と
き
に
「
人
」
と
な

る
と
主
張

42
）

す
る
。
人
の
終
期
に
お
け
る
脳
死
説
と
の
整
合
性
を
と
る
こ
と
を
そ
の
趣
旨
と
す
る
見
解
で

43
）

あ
る
。
学
説
と
し
て
は
、
一
部
露

出
説
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
古
く
か
ら
主
張
さ
れ
て
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ

44
）

る
が
、
今
日
で
は
本
説
を
主
張
す
る
論
者
は
限
ら
れ
て

い
る
。

本
説
に
対
し
て
は
、
頭
部
露
出
と
い
う
事
実
状
態
と
脳
の
機
能
状
態
と
い
う
異
な
る
次
元
の
も
の
を
結
び
つ
け
る
論
拠
が
不
足
し
て

45
）

い
る
、
母
体
か
ら
足
が
先
に
出
る
、
い
わ
ゆ
る
逆
子
で
心
臓
部
が
母
体
外
に
出
た
と
き
に
心
臓
を
攻
撃
し
て
死
亡
さ
せ
た
場
合
に
、
そ
れ
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で
お
も
頭
部
が
露
出
し
て
い
な
け
れ
ば
殺
人
罪
が
成
立
し
な
い
と
す
る
帰
結
は
、
生
命
体
の
重
要
部
分
を
保
護
す
る
と
の
本
説
の
趣
旨
か

ら
お
よ
そ
承
認
で
き
な
い
は
ず
で

46
）

あ
る
な
ど
の
批
判
が
あ
る
。
本
説
は
、
逆
子
の
経
膣
分
娩
は
大
き
な
困
難
を
伴
う
か
ら
、
こ
の
場
合
に

は
人
と
し
て
の
保
護
を
遅
ら
せ
る
べ
き
と
の
意
図
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
逆
子
と
そ
う
で
な
い
子
と
を
、
医
学
的
に
は

と
も
か
く
刑
法
的
に
区
別
し
て
よ
い
か
は
疑
問
が
残
る
。

五

全
部
露
出
説

全
部
露
出
説
は
、
分
娩
が
完
成
し
て
胎
児
が
母
体
か
ら
完
全
に
分
離
し
た
時
点
を
も
っ
て
人
の
始
期
と
す
べ
き
と
主
張

47
）

す
る
。
わ
が
国

の
民
法
上
の
権
利
取
得
時
期
に
関
す
る
通
説
で
も

48
）

あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
ド
イ
ツ
民
法
第
一
条
は
「
人
の
権
利
能
力
は
、
分
娩
完

了
時
（V

ollendung der G
eburt

）
に
始
ま
る
。」
と
規
定
し
、
分
娩
完
了
時
す
な
わ
ち
全
部
露
出
時
を
人
の
始
期
と
す
る
。

本
説
に
対
し
て
は
、
人
の
生
命
に
対
す
る
保
護
が
遅
き
に
失
す
る
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
通
説
は
、
刑
法
に
お

け
る
人
の
始
期
を
ド
イ
ツ
民
法
と
同
様
に
全
部
露
出
時
と
し
た
な
ら
ば
、
人
と
し
て
の
保
護
が
遅
き
に
失
す
る
な
ど
と
主
張
し
て
、
民
法

と
は
異
な
る
陣
痛
説
を
採
る
に
至
っ
て

49
）

い
る
。
本
説
の
論
者
は
、
出
産
と
い
う
困
難
な
過
程
を
経
た
生
命
の
み
が
、「
人
」と
し
て
厚
く
保

護
す
る
に
値
す
る
と
反
論
す

50
）

る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
出
産
の
前
後
で
生
命
の
価
値
に
差
は
な
い
と
の
批
判
が

51
）

あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
母
体
か
ら
露
出
し
た
胎
児
が
母
体
外
に
お
い
て
攻
撃
を
受
け
た
が
、
全
部
露
出
の
段
階
に
至
っ
て
い
た
か
ど
う
か
が
確
認

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
殺
人
罪
に
よ
る
処
罰
が
困
難
と
な
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
が
全
部
露
出
説
の
欠
点
で
あ
る
と
の
批
判
が

52
）

あ
る
。
し
か
し
、
他
説
に
つ
い
て
も
、
妊
娠
満
二
二
週
、
本
陣
痛
の
開
始
、
一
部
露
出
、
独
立
呼
吸
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
至
っ
て
い
た
か

確
認
困
難
な
場
合
が
あ
る
こ
と
を
否
定
し
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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六

独
立
呼
吸
説

独
立
呼
吸
説
は
、
胎
児
が
胎
盤
に
よ
る
呼
吸
を
や
め
、
母
体
外
に
お
い
て
肺
呼
吸
を
な
し
う
る
状
態
に
達
し
た
時
点
を
人
の
始
期
と

53
）

す
る
。
本
説
の
根
拠
と
し
て
、
大
場
博
士
は
以
下
の
三
点
を
挙
げ
る
。
第
一
は
、
胎
児
の
独
立
呼
吸
は
嬰
児
が
母
体
を
離
れ
て
外
界
即
ち

母
体
外
に
お
い
て
「
独
立
生
活
ヲ
始
ム
ル
起
点
」
で
あ
り
、「
医
学
者
多
数
ノ
見
解
」
は
、
こ
の
時
点
で
嬰
児
が
外
界
に
お
い
て
「
独
立
ノ

存
在
」
と
な
る
と
解
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
第
二
は
、
わ
が
国
の
実
務
上
の
慣
行
で
は
、
胎
児
が
生
産
で
あ
る
か
死
産
で
あ
る
か
が
、

呼
吸
の
有
無
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
第
三
は
、
人
の
終
期
の
基
準
を
呼
吸
停
止
と
解
す
る
な
ら
ば
、
人
の
始
期
の
基
準

も
呼
吸
開
始
と
解
す
る
こ
と
で
論
理
が
一
貫
す
る
点
で
あ
る
。

本
説
に
対
し
て
は
、
人
の
始
期
が
遅
く
な
り
す

54
）

ぎ
る
、
胎
盤
呼
吸
と
肺
呼
吸
は
併
存
し
う
る
た
め
人
の
始
期
を
確
定
す
る
の
が
困
難
と

55
）

な
る
な
ど
の
批
判
が
あ
る
。
さ
ら
に
本
説
の
三
点
の
根
拠
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
第
一
の
点
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
医
学
的
に
は
そ
の

よ
う
な
側
面
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
胎
児
・
新
生
児
肺
低
形
成
症
に
よ
り
、
分
娩
後
す
ぐ
に
人
工
肺
に
よ
る
治
療
を
施
し
た

場
合
に
は
、
未
だ
独
立
呼
吸
を
な
し
得
な
い
か
ら
「
人
」
と
し
て
保
護
さ
れ
得
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
妥
当
と
は
思
わ
れ
な
い
。
第
二
の

点
に
つ
い
て
は
、
本
説
が
主
張
さ
れ
た
当
時
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
今
日
で
は
、
必
ず
し
も
呼
吸
の
有
無
の
み
に
よ
り
生
産
か
死
産
か
が

判
断
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
昭
和
二
一
年
厚
生
省
令
第
四
二
号
（
死
産
の
届
出
に
関
す
る
規
程
）
第
二
条
は
、「
死
産
と
は
妊
娠
第

四
月
以
後
に
お
け
る
死
児
の
出
産
を
い
ひ
、
死
児
と
は
出
産
後
に
お
い
て
心
臓
膊
動
、
随
意
筋
の
運
動
及
び
呼
吸
の
い
づ
れ
を
も
認
め
な

い
も
の
を
い
ふ
。」
と
し
て
、
人
の
終
期
に
か
か
る
、
呼
吸
・
脈
拍
の
不
可
逆
的
停
止
お
よ
び
瞳
孔
散
大
を
判
断
基
準
と
す
る
三
徴
候
説
を

採
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
三
の
点
に
つ
い
て
は
、
大
場
博
士
は
、
人
の
終
期
に
つ
い
て
、
呼
吸
が
不
可
逆
的
に
停
止
し
た
時
点
と
す

る
呼
吸
停
止
説
を
主
張
さ
れ
て

56
）

お
り
、
こ
の
説
と
独
立
呼
吸
説
の
双
方
を
採
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
確
か
に
論
理
が
一
貫
す
る
。
し
か
し
、
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今
日
で
は
、
人
の
終
期
に
つ
い
て
、
三
徴
候
説
（
心
臓

57
）

死
説
）
あ
る
い
は
脳
機
能
の
不
可
逆
的
喪
失
の
時
期
と
す
る
脳

58
）

死
説
が
支
持
さ
れ

て
お
り
、
さ
ら
に
平
成
九
年
施
行
の
臓
器
移
植
法
は
、
心
臓
死
を
前
提
と
し
つ
つ
、
臓
器
移
植
の
場
合
に
限
り
、
臓
器
提
供
者
の
事
前
の

書
面
に
よ
る
提
供
意
思
の
表
示
、
家
族
の
同
意
を
条
件
に
、
脳
死
を
人
の
死
と
認
め
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
人
の
始
期
・
終
期
を
呼

吸
の
み
に
関
連
づ
け
る
見
解
は
、
少
な
く
と
も
今
日
の
状
況
に
は
適
合
し
な
い
と
い
う
ほ
か
な
い
。

七

出
生
説

出
生
説
は
、
母
体
内
の
子
は
「
出
生
」
を
経
て
社
会
的
・
法
的
に
「
人
」
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
か
ら
、「
出
生
」
を
人
の
始
期
と

解
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
こ
こ
で
の
「
出
生
」
と
は
、
単
に
物
理
的
に
胎
児
が
母
体
外
に
出
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
い
わ

ば
「
社
会
の
一
員
と
な
る
た
め
の
通
過
儀
礼
」
と
認
め
ら
れ
る
基
準
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
早
産
で
生
ま
れ
た
子
は
「
出
生
」
を
経
て
い
る

か
ら
、
そ
の
生
育
段
階
、
生
育
可
能
性
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
「
人
」
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
人
工
妊
娠
中
絶
、
堕
胎
に
よ
っ
て
母
体

外
に
出
た
場
合
、
こ
れ
は
「
出
生
」
で
は
な
い
か
ら
子
は
「
人
」
で
は
な
く
、
そ
の
殺
害
も
「
人
」
に
対
す
る
罪
を
構
成
し
な
い
と
す
る
。

本
説
に
拠
れ
ば
、
堕
胎
に
よ
り
排
出
さ
れ
た
子
が
生
育
可
能
性
を
有
し
、
親
が
翻
意
し
て
保
護
育
成
し
た
場
合
に
「
人
」
と
し
て
保
護
さ

れ
な
い
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
が
、
本
説
の
論
者
は
、
親
が
保
護
育
成
す
る
場
合
に
は
、
排
出
と
親
の
受
容
を
も
っ
て
「
出
生
」
を
経

た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と

59
）

す
る
。

本
説
は
人
の
始
期
に
関
す
る
最
新
の
学
説
の
一
つ
で
あ
り
、
ま
だ
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
が
、
一
部
な
い
し
全

部
露
出
や
開
口
期
陣
痛
の
有
無
に
よ
ら
ず
し
て
、
社
会
的
意
味
で
の
「
出
生
」
の
概
念
を
は
た
し
て
明
確
に
定
義
で
き
る
の
か
が
問
題
と

な
ろ
う
。
さ
ら
に
、
堕
胎
後
に
生
産
で
あ
っ
た
子
を
保
護
育
成
し
た
場
合
に
つ
い
て
、「
出
生
」を
経
た
か
否
か
を
親
の
受
容
の
有
無
に
よ
っ

て
判
断
す
る
こ
と
に
は
疑
問
も
あ
る
。
仮
に
、
女
が
妊
娠
し
た
も
の
の
誰
に
も
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
秘
し
、
人
知
れ
ず
経
膣
分
娩
し
て
全
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部
露
出
し
た
後
に
、
当
初
か
ら
の
計
画
通
り
に
子
を
殺
害
し
た
場
合
に
、
妊
娠
や
子
の
存
在
が
社
会
に
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
親
の
受

容
を
欠
く
こ
と
か
ら
「
出
生
」
を
経
て
い
な
い
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
行
為
は
堕
胎
罪
に
も
殺
人
罪
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
る

た
め
妥
当
と
は
言
い
難
い
。

私
見

上
掲
の
諸
説
を
検
討
す
る
に
、
全
部
露
出
説
が
妥
当
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
わ
が
国
で
は
、
刑
法
上
は
古
く
か
ら
一
部
露
出
説
が
通

説
で
あ
っ
た
が
、
民
法
上
は
全
部
露
出
説
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
胎
児
性
致
死
傷
と
く
に
分
娩
時
の
医
療
事
故
に
お
け
る
損
害
賠

償
を
考
慮
す
る
と
、
両
法
分
野
に
お
け
る
人
の
始
期
を
共
通
化
さ
せ
る
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
も
っ
と
も
、
民
法
上
の
人
の

始
期
は
、
相
続
関
係
の
明
確
化
の
観
点
か
ら
、
胎
児
が
相
続
人
と
し
て
一
定
期
間
生
存
で
き
る
状
態
に
至
っ
た
時
期
で
あ
る
べ
き
と
い
う
、

刑
法
と
は
異
な
っ
た
要
請
が
働
い
て

60
）

い
る
。
こ
れ
は
日
独
に
共
通
し
、
そ
れ
故
、
ド
イ
ツ
の
通
説
も
、
全
部
露
出
説
の
採
用
を
明
示
す
る

ド
イ
ツ
民
法
第
一
条
を
参
照
し
つ
つ
、
刑
法
上
は
敢
え
て
陣
痛
説
を
採
用
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
わ
が
国
の
民
法
上
も
、
人
の
始
期
に

関
す
る
学
説
上
の
対
立
は
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
問
題
と
な
ら
な
い
と
指
摘
さ
れ
て

61
）

い
る
。胎
児
の
損
害
賠
償
請
求
権
と
相
続
関
係
に
つ
き
、

「
胎
児
は
す
で
に
生
ま
れ
た
も
の
と
み
な
」
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
民
法
第
七
二
一
条
、
八
八
六
条
・
九
六
五
条
）。
し
か
し
、
胎
児
の
権

利
能
力
に
つ
い
て
は
解
除
条
件
説
と
停
止
条
件
説
の
対
立
が
あ
る
も
の
の
、
死
ん
で
生
ま
れ
た
場
合
に
は
い
ず
れ
に
せ
よ
権
利
能
力
が
消

滅
す
る
こ
と
は
争
い
が
な
い
。
従
っ
て
、
胎
児
性
致
死
傷
で
は
民
法
上
も
、
胎
児
自
身
の
損
害
賠
償
請
求
権
を
親
が
相
続
す
る
の
か
、
そ

れ
と
も
胎
児
の
損
害
賠
償
請
求
権
は
発
生
せ
ず
、
親
自
身
を
被
害
者
と
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
が
発
生
す
る
の
か
と
い
う
問
題
を
生
じ
、

全
部
露
出
説
に
従
え
ば
後
者
が
選
択
さ
れ
る
こ
と
に

62
）

な
る
。
し
か
し
、
民
法
で
も
一
部
露
出
説
を
採
用
し
、
子
（
胎
児
）
の
損
害
賠
償
請

求
権
を
早
期
に
認
め
る
と
い
う
解
釈
は
、
必
ず
し
も
不
可
能
で
は
な
か
ろ
う
。
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全
部
露
出
説
を
採
る
べ
き
積
極
的
根
拠
は
、
刑
法
上
の
以
下
の
点
に
よ
る
。

第
一
は
、
一
部
露
出
し
た
子
の
母
体
内
へ
の
還
納
と
人
の
始
期
の
関
係
を
、
全
部
露
出
説
に
拠
れ
ば
容
易
に
説
明
し
う
る
点
で
あ
る
。

一
部
露
出
し
た
子
の
母
体
内
へ
の
還
納
は
、
懸
鉤
、
す
な
わ
ち
双
胎
の
経
膣
分
娩
時
に
双
胎
の
両
児
の
大
部
分
が
同
時
に
小
骨
盤
腔
内
に

進
入
し
て
も
つ
れ
合
い
、
骨
盤
位
（
逆
子
）
の
第
一
児
の
頭
部
が
頭
位
の
第
二
児
の
頭
部
に
引
っ
か
か
り
分
娩
が
停
止
し
た
場
合
に
し
ば

し
ば
行
わ
れ
る
。
懸
鉤
を
生
じ
た
第
一
児
を
母
体
に
還
納
し
て
か
ら
帝
王
切
開
を
行
う
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
一
部
露
出
説
に
よ
れ
ば
、

「
人
」
と
な
っ
た
第
一
児
は
再
び
「
胎
児
」
に
戻
る
が
、
一
部
露
出
時
の
医
療
過
誤
に
よ
り
第
一
児
が
還
納
後
に
母
体
内
に
て
死
亡
す
る
事

態
は
考
え
ら
れ
よ
う
。
民
事
で
あ
る
が
、
千
葉
地
判
平
成
一
〇
年
四
月
二
七
日
判
タ
九
九
一
号
二
一
二
頁
は
「
第
一
児
骨
盤
位
、
第
二
児

頭
位
な
ど
に
よ
る
出
生
の
場
合
に
は
懸
鉤
に
よ
る
経
膣
分
娩
の
困
難
が
予
想
さ
れ
、
予
定
帝
王
切
開
を
す
る
義
務
が
あ
る
」
と
判
示
し
て

い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
敢
え
て
医
師
が
自
然
分
娩
を
試
み
、
第
一
児
が
一
部
露
出
し
た
後
で
自
然
分
娩
を
断
念
し
、
第
一
児
を
還
納

し
た
も
の
の
胎
児
が
母
体
内
で
死
亡
し
た
場
合
の
医
師
の
罪
責
は
当
然
に
問
題
と
な
る
が
、
還
納
さ
れ
て
「
胎
児
」
に
戻
る
と
解
す
る
な

ら
ば
、
過
失
堕
胎
で
不
可
罰
と
の
結
論
に
至
る
。
あ
る
い
は
、
子
が
「
人
」
で
あ
る
母
体
の
一
部
と
し
て
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
医

師
を
業
務
上
過
失
致
傷
罪
に
問
う
余
地
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
胎
児
性
致
死
傷
で
は
、「
心
身
共
に
健
康
な
子
供
を
出
産
す
る
母
親
の
機

能
」
を
傷
害
の
罪
の
保
護
法
益
で
あ
る
生
理
機
能
に
含
め
る
こ
と
で
、
母
親
に
対
す
る
過
失
致
傷
罪
の
成
立
を
認
め
る
母
体
傷

63
）

害
説
や
、

胎
児
は
母
体
の
一
部
で
あ
り
、
こ
れ
を
傷
害
す
る
こ
と
は
母
親
に
対
す
る
傷
害
の
罪
を
構
成
す
る
と
し
て
、
母
親
に
対
す
る
過
失
致
傷
罪

の
成
立
を
認
め
る
母
体
一
部
傷

64
）

害
説
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
従
い
、
子
は
還
納
さ
れ
て
「
胎
児
」
に
戻
る
が
、
そ
の
子
を
死
亡
さ

せ
る
こ
と
は
母
体
を
傷
害
す
る
こ
と
と
同
義
で
あ
る
と
し
て
、
母
体
に
対
す
る
業
務
上
過
失
致
傷
罪
の
成
立
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
も
っ

と
も
、
一
部
露
出
説
は
、
一
部
露
出
し
た
子
が
母
体
と
独
立
し
て
侵
害
の
客
体
と
な
り
う
る
か
ら
こ
そ
、
一
部
露
出
時
が
人
の
始
期
と
な

る
と
解
し
て
い
る
。
客
体
と
し
て
独
立
し
「
人
」
と
な
っ
た
子
が
傷
害
さ
れ
た
後
で
還
納
さ
れ
た
場
合
に
、
再
び
母
体
の
一
部
と
し
て
の
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従
属
的
保
護
を
認
め
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
客
体
と
し
て
の
独
立
を
重
視
す
る
本
説
の
趣
旨
と
は
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
、

懸
鉤
が
発
生
し
第
一
児
の
還
納
も
困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、
一
部
露
出
し
た
第
一
児
に
対
し
切
胎
術
や
胎
児
縮
小
術
を
施
し
て
死
亡
さ
せ

た
う
え
で（
い
わ
ゆ
る
部
分
出
産
中
絶
）、
第
二
児
を
娩
出
さ
せ
て
救
出
す
る
方
法
が
選
択
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
医
師
は
一
部
露
出
し
た

第
一
児
を
殺
害
す
る
か
ら
、
一
部
露
出
説
に
よ
れ
ば
殺
人
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
し
、
こ
れ
に
対
し
て
緊
急
避
難
を
認
め
う
る
か
と
の
問

題
に
な
る
が
、
第
二
児
は
「
胎
児
」
で
あ
る
か
ら
、
保
全
法
益
の
主
体
に
「
人
」
で
あ
る
母
体
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、「
人
」

対
「
胎
児
」
の
過
剰
避
難
と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
対
し
、
全
部
露
出
説
を
採
る
な
ら
ば
、
全
部
露
出
後
の
還
納
は
考
え
ら
れ
ず
、
懸

鉤
、
還
納
す
べ
て
の
過
程
に
お
い
て
、
第
一
児
、
第
二
児
と
も
「
胎
児
」
に
と
ど
ま
る
か
ら
、
胎
児
が
母
体
内
で
死
亡
し
た
な
ら
ば
、
母

体
に
対
す
る
業
務
上
過
失
致
傷
罪
の
み
が
問
題
と
な
り
、
一
部
露
出
説
の
よ
う
な
「
人
」
か
ら
「
胎
児
」
へ
の
逆
行
は
生
じ
な
い
し
、
第

一
児
と
第
二
児
の
緊
急
避
難
に
つ
い
て
も
法
益
権
衡
性
を
認
め
う
る
。

第
二
は
、
母
が
子
を
分
娩
中
で
一
部
露
出
の
時
点
に
お
い
て
、
医
師
が
速
や
か
に
子
を
部
分
出
産
中
絶
し
な
け
れ
ば
、
母
体
が
生
命
を

損
な
わ
な
い
ま
で
も
重
篤
な
後
遺
障
害
を
残
す
危
険
が
高
い
と
の
状
況
に
陥
っ
た
と
き
に
、
一
部
露
出
説
を
前
提
と
す
る
と
、
子
の
生
命

法
益
対
母
体
の
身
体
法
益
の
緊
急
避
難
の
問
題
を
惹
起
す
る
点
で
あ
る
。こ
の
場
合
に
、母
体
の
保
全
を
優
先
し
て
部
分
出
産
中
絶
を
行
っ

た
医
師
や
、
母
体
の
保
全
の
優
先
を
要
請
し
た
夫
（
子
の
父
親
）
に
対
し
、
殺
人
罪
（
過
剰
避
難
）
の
正
犯
や
教
唆
犯
の
罪
責
を
負
わ
せ

る
の
は
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
全
部
露
出
説
を
採
る
な
ら
ば
、
子
は
「
胎
児
」
に
と
ど
ま
る
か
ら
、
母
体
の
保
全
を
優
先

す
る
緊
急
避
難
を
容
易
に
認
め
う
る
。

も
っ
と
も
、
全
部
露
出
説
に
は
以
下
の
問
題
点
が
あ
る
。

第
一
は
、
大
判
大
正
八
年
一
二
月
一
三
日
の
事
案
に
つ
い
て
、
殺
人
罪
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
点
で
あ
る
。
同
判
決
に

つ
い
て
は
、「
人
」「
胎
児
」
の
概
念
の
分
析
の
み
か
ら
答
え
を
導
く
の
で
は
な
く
、
殺
人
罪
と
堕
胎
罪
の
処
罰
範
囲
の
合
理
的
配
分
の
視
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点
も
加
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
と
し
て
、
一
部
露
出
説
に
よ
る
処
罰
範
囲
の
妥
当
性
を
主
張
す
る
論
者
も

65
）

あ
る
。
し
か
し
、
全
部

露
出
説
か
ら
も
、
行
為
者
が
嬰
児
を
糞
便
中
に
突
っ
込
ん
だ
時
点
で
、
嬰
児
が
仮
死
状
態
で
あ
っ
た
事
実
の
認
識
が
未
必
的
に
で
も
真
に

な
か
っ
た
か
を
問
い
、
こ
れ
が
存
在
し
た
な
ら
ば
殺
人
罪
の
成
立
を
認
め
う
る
か
ら
、
行
為
者
の
認
識
の
有
無
を
事
実
認
定
の
段
階
で
検

討
す
る
余
地
は
あ
る
。
あ
る
い
は
、
こ
の
よ
う
な
認
識
が
行
為
者
に
存
在
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
全
部
露
出
直
前
、
す
な
わ
ち
「
人
」

と
な
る
直
前
の
一
部
露
出
時
の
「
胎
児
」
の
殺
害
は
、「
人
」
の
生
命
を
奪
う
現
実
的
危
険
性
を
有
し
て
い
る
と
解
し
て
、
殺
人
未
遂
罪
の

成
立
を
認
め
る
余
地
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
は
試
論
に
と
ど
め
る
。

第
二
は
、
帝
王
切
開
に
お
け
る
人
の
始
期
を
ど
の
よ
う
に
解
す
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
近
年
は
、
妊
娠
中
期
に
お
い
て
異
常
を
生
じ

た
胎
児
に
対
し
、
母
親
の
子
宮
を
切
開
し
て
一
部
な
い
し
全
部
露
出
さ
せ
て
直
視
下
胎
児
手
術
を
施
し
、
再
び
子
宮
切
開
創
を
閉
鎖
す
る

胎
児
外
科
手
術
が
行
わ
れ
て
い
る
。
一
部
露
出
説
な
い
し
全
部
露
出
説
を
前
提
と
す
る
と
、
胎
児
外
科
手
術
で
は
、
子
は
独
立
生
存
不
可

能
で
あ
る
妊
娠
満
二
二
週
以
前
で
あ
っ
た
と
し

66
）

て
も
、
一
部
な
い
し
全
部
露
出
を
経
た
こ
と
に
よ
り
「
人
」
と
し
て
保
護
さ
れ
、
そ
の
後

再
び
「
胎
児
」
に
戻
る
こ
と
に
な
る
。
陣
痛
説
も
ま
た
、
帝
王
切
開
に
お
い
て
子
宮
切
開
時
を
人
の
始
期
と
解
す
る
か
ら
、
直
視
下
胎
児

手
術
の
際
に
は
子
宮
切
開
創
閉
鎖
に
よ
り
「
人
」
か
ら
「
胎
児
」
に
戻
る
こ
と
を
許
容
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
陣
痛
説
の
論
者
は
、
帝

王
切
開
に
お
け
る
人
の
始
期
を
子
宮
切
開
時
と
す
る
根
拠
と
し
て
、
そ
れ
以
外
の
手
術
等
の
目
的
を
想
定
し
得
な
い
こ
と
を
挙
げ

67
）

る
が
、

直
視
下
胎
児
手
術
は
ま
さ
に
帝
王
切
開
以
外
で
子
宮
を
切
開
す
る
手
術
な
の
で
あ
る
。
以
上
を
考
慮
し
、
帝
王
切
開
を
含
む
開
腹
手
術
に

限
っ
て
は
、
子
宮
切
開
後
、
胎
児
と
母
体
を
繫
ぐ
臍
帯
を
結けっ
紮さつ
（
血
流
を
止
め
る
）
あ
る
い
は
切
断
し
た
時
点
を
も
っ
て
人
の
始
期
と
す

べ
き
で
は
な
い
か
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
陣
痛
説
か
ら
は
、
人
の
始
期
を
娩
出
の
開
始
時
あ
る
い
は
終
了
時
と
解
す
る
な
ら
ば
、
一
部
露

出
は
娩
出
の
途
中
で
あ
っ
て
基
準
と
し
て
中
途
半
端
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ

68
）

っ
た
。
そ
こ
で
、
陣
痛
説
は
、
経
膣
分
娩
時
に
は
、
母
と
胎

児
の
臍
帯
に
よ
る
肉
体
的
接
合
を
分
離
す
る
作
用
が
本
陣
痛
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
開
始
時
を
も
っ
て
人
の
始
期
と
解
す
べ
き
と

69
）

す
る
。
と
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す
れ
ば
、
帝
王
切
開
で
は
、
そ
の
娩
出
の
終
了
時
に
当
た
る
臍
帯
の
結
紮
あ
る
い
は
切
断
時
を
も
っ
て
人
の
始
期
と
解
す
る
の
が
、
全
部

露
出
説
の
趣
旨
に
適
う
も
の
と
考
え
る
。

お
わ
り
に

本
論
文
で
は
、
人
の
始
期
に
つ
い
て
、
判
例
の
動
向
、
学
説
の
状
況
を
参
照
し
た
う
え
で
、
と
く
に
、
懸
鉤
を
生
じ
た
場
合
の
子
の
還

納
、
第
一
児
と
第
二
児
の
緊
急
避
難
、
母
と
分
娩
中
の
子
の
緊
急
避
難
等
を
考
慮
し
、
全
部
露
出
説
を
採
る
べ
き
と
し
た
。
さ
ら
に
、
帝

王
切
開
に
お
け
る
人
の
始
期
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
の
通
説
は
、
分
娩
目
的
し
か
考
え
ら
れ
な
い
子
宮
開
腹
時
で
あ
る
と
す
る
が
、
子
宮
切

開
を
前
提
と
す
る
直
視
下
胎
児
手
術
が
近
年
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
考
慮
し
、
臍
帯
の
結
紮
あ
る
い
は
切
断
時
を
も
っ
て
人

の
始
期
と
解
す
べ
き
と
し
た
。

も
っ
と
も
、
全
部
露
出
説
を
採
る
と
、
大
判
大
正
八
年
一
二
月
一
三
日
の
事
案
に
つ
い
て
殺
人
罪
の
成
立
を
容
易
に
認
め
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
一
応
の
試
論
を
示
し
た
が
、
十
分
な
検
討
を
加
え
た
と
は
言
い
難
い
し
、
胎
児
性

致
死
傷
に
関
す
る
判
例
・
学
説
の
検
討
も
十
分
で
あ
る
と
は
到
底
言
い
難
い
。
こ
れ
ら
残
さ
れ
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
改
め

て
詳
細
な
検
討
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。

注１
）

小
野
清
一
郎
『
刑
法
講
義
各
論
』（
新
訂
三
版
・
一
九
五
〇
年
）
一
八
七
頁
、
大
塚
仁
『
刑
法
概
説
（
各
論
）』（
第
三
版
増
補
版
・
二
〇
〇
五
年
）
五
四
頁
、

福
田
平
『
刑
法
各
論
』（
全
訂
第
三
版
増
補
・
二
〇
〇
二
年
）
一
六
二
頁
、
大
谷
實
『
刑
法
講
義
各
論
』（
新
版
第
四
版
・
二
〇
一
三
年
）
六
六
頁
。

２
）

青
柳
文
雄
『
刑
法
通
論

総
論
』（
一
九
六
五
年
）
四
三
七
頁
、
西
原
春
夫
『
刑
法
総
論
』（
一
九
八
七
年
）
三
八
〇
頁
。

３
）

こ
れ
に
対
し
、
大
谷
『
刑
法
講
義
総
論
』（
新
版
第
四
版
・
二
〇
一
二
年
）
四
九
二
頁
は
牽
連
犯
の
二
罪
が
客
観
的
に
牽
連
関
係
と
言
え
れ
ば
足
り
る
と
す
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る
か
ら
、
こ
れ
に
拠
れ
ば
本
文
の
事
案
は
牽
連
犯
と
な
る
。

４
）

大
塚
・
各
論
五
〇
頁
注
四
。

５
）

内
田
文
昭
『
刑
法
各
論
』（
第
三
版
・
一
九
九
六
年
）
七
二
頁
注
二
五
、
香
川
達
夫
『
刑
法
講
義
〔
各
論
〕』（
第
三
版
・
一
九
九
六
年
）
三
九
八
頁
、
高
橋

則
夫
『
刑
法
各
論
』（
第
二
版
・
二
〇
一
四
年
）
二
五
頁
。

６
）

平
野
龍
一
『
刑
法
概
説
』（
一
九
七
七
年
）
一
六
一
頁
、
西
田
典
之
『
刑
法
各
論
』（
第
六
版
・
二
〇
一
二
年
）
二
二
頁
、
林
幹
人
『
刑
法
各
論
』（
第
二
版
・

二
〇
〇
七
年
）
三
五
頁
、
山
口
厚
『
刑
法
各
論
』（
第
二
版
・
二
〇
一
〇
年
）
二
〇
頁
。
こ
れ
に
対
し
、
佐
久
間
修
『
刑
法
各
論
』（
第
二
版
・
二
〇
一
二
年
）

七
一
頁
注
九
は
、
胎
児
の
死
亡
を
要
件
と
す
る
点
に
つ
い
て
「
法
文
中
に
そ
の
規
定
が
な
い
以
上
、
解
釈
論
と
し
て
は
無
理
が
あ
る
」
と
批
判
す
る
。

７
）

大
谷
・
各
論
六
五
頁
、
佐
久
間
・
前
掲
書
七
一
頁
、
中
山
研
一
『
刑
法
各
論
』（
一
九
八
四
年
）
七
六
、
七
七
頁
、
前
田
雅
英
『
刑
法
各
論
講
義
』（
第
五

版
・
二
〇
一
一
年
）
九
三
頁
。
こ
れ
に
対
し
、
西
田
・
前
掲
書
七
二
頁
は
、
本
説
は
実
際
に
は
「
胎
児
の
生
命
に
対
す
る
抽
象
的
危
険
犯
と
し
て
理
解
」
す

る
説
で
あ
る
と
批
判
す
る
。

８
）

堕
胎
罪
を
危
険
犯
と
す
る
立
場
か
ら
こ
れ
を
主
張
す
る
も
の
と
し
て
、
大
谷
・
各
論
六
六
頁
、
井
田
良
『
刑
法
各
論
』（
第
二
版
・
二
〇
一
三
年
）
四
五
頁
、

前
田
・
前
掲
書
九
三
頁
。

９
）

平
野
「
刑
法
に
お
け
る
『
出
生
』
と
『
死
亡
』」
同
『
犯
罪
論
の
諸
問
題
（
下
）
各
論
』（
一
九
八
二
年
）
二
六
二
頁
。

10
）

中
山
・
前
掲
書
二
三
頁
注
一
参
照
。

11
）

伊
東
研
祐
『
現
代
社
会
と
刑
法
各
論
』（
第
二
版
・
二
〇
〇
二
年
）
一
八
頁
。

12
）

大
谷
・
各
論
九
頁
、
西
田
・
前
掲
書
八
頁
、
山
口
・
前
掲
書
八
頁
、
佐
久
間
・
前
掲
書
一
八
頁
注
三
、
土
本
武
司
「
水
俣
病
事
件
最
高
裁
決
定
」
警
察
学

論
集
四
一
巻
五
号
（
一
九
八
八
年
）
三
六
頁
。

13
）

佐
伯
仁
志＝

道
垣
内
弘
人
『
刑
法
と
民
法
の
対
話
』（
二
〇
〇
一
年
）
三
一
九
頁
（
佐
伯
）、
井
田
・
各
論
一
五
頁
。

14
）

岡
上
雅
美
「
人
の
始
期
に
関
す
る
い
わ
ゆ
る
陣
痛
開
始
説
な
い
し
出
産
開
始
説
に
つ
い
て
」
筑
波
法
政
三
七
号
（
二
〇
〇
四
年
）
七
七
頁
。

15
）

西
田
・
前
掲
書
八
頁
。

16
）

伊
東
・
現
代
社
会
二
〇
頁
以
下
。

17
）

前
田
・
前
掲
書
一
二
頁
、
小
暮
得
雄
他
編
『
刑
法
講
義
各
論
｜

現
代
型
犯
罪
の
体
系
的
位
置
づ
け
』（
一
九
八
八
年
）
一
五
頁
（
町
野
朔
）。
西
田
・
前

掲
書
二
三
頁
は
反
対
。

18
）

緊
急
避
難
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
責
任
阻
却
事
由
説
を
採
る
な
ら
ば
、
ド
イ
ツ
の
免
責
的
緊
急
避
難
に
倣
い
、
法
益
権
衡
性
を
問
題
と
せ
ず
不
可
罰
の
結
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論
を
導
く
余
地
も
あ
る
が
、
一
般
的
な
見
解
と
は
言
い
難
い
。

19
）

F
ra
n
z v
.L
iszt /E

b
erh
a
rd S
ch
m
id
t,L
eh
rb
u
ch d
es D
eu
tsch
en S
tra
frech

ts,25.A
u
fl.(1927),S

470;A
d
o
lf S
ch
o
n
k
e /H
o
rst S

ch
ro
d
er,

S
tra
fg
esetzb

u
ch K

o
m
m
en
ta
r,
8.
A
u
fl.
(1957),

S
.
758.

20
）

ド
イ
ツ
刑
法
旧
第
二
一
七
条
と
同
様
の
嬰
児
殺
規
定
は
大
陸
法
諸
国
で
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
は
、
旧
刑
法
第
三
〇
〇
条
に
お
い
て

「
新
生
児
の
故
殺
又
は
謀
殺
は
、
新
生
児
殺
と
す
る
。」、
同
第
三
〇
二
条
但
書
に
お
い
て「
自
己
の
新
生
児
の
謀
殺
又
は
故
殺
の
正
犯
又
は
共
犯
で
あ
る
母
は
、

一
〇
年
以
上
二
〇
年
以
下
の
有
期
懲
役
に
処
す
る
。
こ
の
規
定
は
、
そ
の
共
同
正
犯
又
は
共
犯
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。」と
規
定
し
て
い
た
と
こ
ろ
、

通
説
は
、「
新
生
児
」の
始
期
を
陣
痛
開
始
時
と
解
し
て
お
り
、
人
の
始
期
に
つ
い
て
は
ド
イ
ツ
と
共
通
し
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
フ
ラ
ン
ス
は
ド
イ
ツ
に
先

ん
じ
る
こ
と
六
年
、
一
九
九
二
年
施
行
の
フ
ラ
ン
ス
新
刑
法
典
に
お
い
て
新
生
児
殺
規
定
を
削
除
し
て
い
る
。

21
）

S
ch
o
n
k
e /S
ch
ro
d
er,
S
tra
fg
esetzb

u
ch K

o
m
m
en
ta
r,
29.
A
u
fl.
(2014),

V
o
rb
em
.
211ff.

R
d
N
.
13
(A
lb
in E

ser /D
etlev S

tern
b
erg
-

L
ieb
en
);
K
a
rl L
a
ck
n
er /K

ristia
n K
u
h
l,
S
tra
fg
esetzb

u
ch K

o
m
m
en
ta
r,
28.
A
u
fl.
(2014),

V
o
r
211 R

d
N
.
3
(K
u
h
l);
V
o
lk
er K

rey
,

S
tra
frech

t B
eso
n
d
e rer T

eil B
a
n
d 1,

B
eso
n
d
erer T

eil o
h
n
e V
erm
o
g
en
sd
elik
te,
7.
A
u
fl.
(1972),

1 R
d
N
.
2;
R
ein
h
a
rt M

a
u
ra
ch
/

F
ried
rich
-C
h
ristia

n S
ch
ro
ed
er /M

a
n
fred M

a
iw
a
ld
,
S
tra
frech

t B
eso
n
d
erer T

eil /1,
S
tra
fta
ten g

eg
en P

erso
n
lich
k
eits u

n
d V
er-

m
o
g
en
sw
erte,

7.
A
u
fl.
(1988) ,

1 III R
d
N
.
8;
R
u
d
o
lf R
en
g
ier,
S
tra
frech

t B
eso
n
d
erer T

eil II,
15.
A
u
fl.
(2014),

3 R
d
N
.
3;
U
rs

 
K
in
d
h
a
u
ser,

S
tra
frech

t B
eso
n
d
erer T

eil I,
S
tra
fta
ten g

eg
en P

erso
n
lich
k
eitsrech

te,
S
ta
a
t u
n
d G
esellsch

a
ft,
６
.
A
u
fl.
(2014),

1
 

R
d
N
.
7;
Jo
h
a
n
n
es W

essels /M
ich
a
el H

ettin
g
er,
S
tra
frech

t B
eso
n
d
erer T

eil /1,
S
tra
fta
ten g

eg
en P

erso
n
lich
k
eits u

n
d G
em
ein
s-

ch
a
ftsw

erte,
38.
A
u
fl.
(2014),

1 II 2 R
d
N
.
9ff;
O
la
f H
o
h
m
a
n
n
/G
u
n
th
er M

.
S
a
n
d
er,
S
tra
frech

t B
eso
n
d
erer T

eil II,
D
elik
te g
eg
en

 
d
ie P
erso
n u
n
d d
ie A

llg
em
ein
h
eit,
2.
A
u
fl.
(2011),

1 R
d
N
.
6ff.

22
）

こ
れ
に
対
し
、
子
の
娩
出
後
に
さ
ら
に
胎
盤
と
臍
帯
を
娩
出
す
る
ま
で
の
期
間
を
「
分
娩
第
三
期
」
ま
た
は
「
後
産
期
（N

a
ch
g
eb
u
rtsp
erio
d
e

）」
と
い

い
、
こ
の
間
の
陣
痛
を
「
後
陣
痛
（N

a
ch
w
eh
en

）」
と
い
う
。

23
）

K
la
u
s M

ieb
a
ch
/S
a
n
d
er,
M
u
n
ch
en
er K

o
m
m
en
ta
r zu

m
 
S
tra
fg
esetzb

u
ch
,
B
a
n
d
 
3
(2003),

V
o
r

211ff.
R
d
N
.
12
(H
a
rtm
u
t

 
S
ch
n
eid
er).

24
）

前
注
（
21
）
参
照
。

25
）

S
ch
o
n
k
e /S
ch
ro
d
er,
a
.
a
.
O
.,
V
o
rb
em
.
211ff.

R
d
N
.
13
(E
ser /S

tern
b
erg
-L
ieb
en
).

26
）

W
essels /H

ettin
g
er,
a
.
a
.
O
.,
1 II 2 R

d
N
.
10;
K
in
d
h
a
u
ser,

a
.
a
.
O
.,
1 R
d
N
.
7.
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27
）

R
en
g
ier,
a
.
a
.
O
.,
3 R
d
N
.
3.

28
）

大
場
茂
馬
『
刑
法
各
論
上
巻
』（
増
訂
五
版
・
一
九
一
二
年
）
四
七
頁
。

29
）

宮
本
・
前
掲
書
二
七
六
頁
。

30
）

瀧
川
幸
辰
『
刑
法
各
論
』（
増
補
・
一
九
六
八
年
）
二
二
頁
註
、
中
山
・
前
掲
書
二
二
頁
、
香
川
・
前
掲
書
三
五
八
頁
、
大
谷
・
各
論
九
頁
、
高
橋
・
前
掲

書
九
頁
。

31
）

高
橋
・
前
掲
書
九
頁
、
林
・
前
掲
書
九
頁
。

32
）

香
川
・
前
掲
書
三
五
八
頁
。

33
）

塩
見
淳
「
刑
法
に
よ
る
『
人
』
の
生
命
保
護
は
い
つ
か
ら
始
ま
る
の
か
？
」
法
学
教
室
二
二
三
号
（
一
九
九
四
年
）
一
一
七
頁
、
岡
上
・
前
掲
論
文
八
〇

頁
。
た
だ
し
、
堕
胎
の
定
義
に
つ
い
て
前
述
し
た
侵
害
犯
説
や
具
体
的
危
険
犯
説
に
拠
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
エ
ア
ポ
ケ
ッ
ト
は
問
題
と
な
ら
ず
す
べ
て

堕
胎
罪
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

34
）

井
田
「
人
の
出
生
時
期
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
二
二
頁
。

35
）

V
g
l.
K
in
d
h
a
u
ser /U

lfrid N
eu
m
a
n
n
/H
a
n
s-U
llrich P

a
effg
en
,
N
o
m
o
sK
o
m
m
en
ta
r,
S
tra
fg
esetzb

u
ch B

a
n
d 2,

4.
A
u
fl.
(2013),

V
o
r

211 R
d
N
.
10
(N
eu
m
a
n
n
).

36
）

岡
上
・
前
掲
論
文
八
七
頁
以
下
。

37
）

井
田
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
二
三
頁
は
、
こ
の
場
合
に
は
事
実
の
錯
誤
に
よ
り
殺
人
罪
の
故
意
が
阻
却
さ
れ
、
過
失
致
死
罪
の
成
否
が
問
題
と
な
る
に
過
ぎ
な

い
と
す
る
。

38
）

宮
本
英
脩
『
刑
法
大
綱
』（
一
九
三
五
年
）
二
七
六
頁
、
牧
野
英
一
『
刑
法
各
論
下
巻
』（
一
九
五
一
年
）
三
三
九
頁
、
小
野
・
前
掲
書
一
五
六
頁
、
木
村

亀
二
『
刑
法
各
論
』（
一
九
三
八
年
）
一
一
頁
、
大
谷
・
各
論
九
頁
、
香
川
・
前
掲
書
三
五
八
頁
、
佐
伯＝

道
垣
内
・
前
掲
書
三
一
八
頁
（
佐
伯
）、
曽
根
・

前
掲
書
六
頁
、
団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
各
論
』（
第
三
版
・
一
九
九
〇
年
）
三
七
二
頁
、
平
川
宗
信
『
刑
法
各
論
』（
一
九
九
五
年
）
三
七
頁
、
前
田
・
前
掲

書
一
一
頁
、
山
口
・
前
掲
書
九
頁
、
山
中
敬
一
『
刑
法
各
論
』（
第
二
版
・
二
〇
〇
九
年
）
七
頁
、
高
橋
・
前
掲
書
一
〇
頁
、
佐
久
間
・
前
掲
書
一
七
頁
。

39
）

平
野
・
諸
問
題
（
下
）
二
六
〇
頁
。

40
）

岡
上
・
前
掲
論
文
七
九
頁
。

41
）

団
藤
編
『
注
釈
刑
法
（
五
）』（
改
訂
・
一
九
六
八
年
）
一
〇
頁
（
大
塚
）
参
照
。

42
）

林
・
前
掲
書
一
一
頁
。

244

第 一 部



43
）

こ
れ
に
対
し
、
山
口
・
前
掲
書
九
頁
注
二
は
、
脳
死
説
の
採
用
と
人
の
始
期
の
問
題
の
解
決
は
無
関
係
で
あ
る
と
す
る
。

44
）

牧
野
・
前
掲
書
三
四
〇
頁
参
照
。

45
）

伊
東
・
現
代
社
会
一
七
頁
。

46
）

岡
上
・
前
掲
論
文
七
六
頁
。

47
）

平
野
・
概
説
一
五
六
頁
、
小
暮
他
編
・
前
掲
書
一
五
頁
（
町
野
）、
松
宮
孝
明
『
刑
法
各
論
講
義
』（
第
三
版
・
二
〇
一
二
年
）
一
二
頁
。

48
）

近
江
幸
治
『
民
法
講
義

民
法
総
則
』（
第
五
版
・
二
〇
〇
五
年
）
三
二
頁
、
川
井
健
『
民
法
概
論
一
（
民
法
総
則
）』（
第
四
版
・
二
〇
〇
八
年
）
二
三
頁
。

49
）

L
iszt /S

ch
m
id
t,
a
.
a
.
O
.,
S
.
458;

K
rey
,
a
.
a
.
O
.,
1 R
d
N
.
2;
M
a
u
ra
ch
/S
ch
ro
ed
er /M

a
iw
a
ld
,
a
.
a
.
O
.,
1 III R

d
N
.
8;
H
o
h
m
a
n
n
/

S
a
n
d
er,
a
.
a
.
O
.,
1 R
d
N
.
6.

50
）

小
暮
他
編
・
前
掲
書
一
五
頁
（
町
野
）。

51
）

山
口
・
前
掲
書
九
頁
。

52
）

井
田
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
二
一
頁
。

53
）

大
場
・
前
掲
書
四
五
頁
。

54
）

山
口
・
前
掲
書
九
頁
。

55
）

香
川
・
前
掲
書
三
五
八
頁
。

56
）

大
場
・
前
掲
書
三
六
頁
。

57
）

大
阪
地
判
平
成
五
年
七
月
九
日
判
時
一
四
七
三
号
一
五
六
頁
、
中
森
喜
彦
『
刑
法
各
論
』（
第
三
版
・
二
〇
一
一
年
）
六
頁
、
平
川
・
前
掲
書
四
三
頁
、
前

田
・
前
掲
書
一
三
頁
、
大
谷
・
各
論
一
〇
頁
。

58
）

団
藤
・
各
論
三
七
七
頁
、
平
野
・
概
説
一
五
六
頁
、
林
・
前
掲
書
二
〇
頁
、
井
田
・
各
論
一
六
頁
、
伊
東
『
刑
法
講
義
各
論
』（
二
〇
一
一
年
）
一
八
頁
。

59
）

辰
井
聡
子
「
生
命
の
保
護
」
法
学
教
室
二
八
三
号
（
二
〇
〇
四
年
）
五
二
、
五
四
頁
。

60
）

佐
伯＝

道
垣
内
・
前
掲
書
三
一
九
頁
（
道
垣
内
）。

61
）

近
江
『
民
法
講
義

民
法
総
則
』（
第
五
版
・
二
〇
〇
五
年
）
三
二
頁
。

62
）

幾
代
通
（
徳
本
伸
一
補
訂
）『
不
法
行
為
法
』（
一
九
九
三
年
）
三
三
八
頁
注
三
参
照
。
な
お
、
民
法
上
は
、
胎
児
に
死
亡
逸
失
利
益
を
認
め
る
こ
と
は
で

き
な
い
た
め
、
胎
児
・
嬰
児
殺
に
つ
い
て
は
出
生
の
前
後
で
損
害
賠
償
額
に
大
き
な
差
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
胎
児
の
死
亡
逸
失
利
益
を
認
め
な
か
っ
た

判
例
と
し
て
、
広
島
地
判
平
成
二
年
三
月
二
二
日
判
タ
七
三
〇
号
二
一
八
頁
な
ど
。
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63
）

藤
木
英
雄
『
刑
法
講
義
各
論
』（
一
九
七
六
年
）
一
八
八
頁
。

64
）

木
村
光
江
『
刑
法
』（
第
三
版
・
二
〇
一
〇
年
）
二
三
三
頁
、
前
田
・
前
掲
書
三
八
頁
。

65
）

前
田
・
前
掲
書
一
一
頁
。

66
）

胎
児
外
科
手
術
は
二
五
〜
二
八
週
で
行
う
こ
と
が
多
い
が
、
二
一
週
で
行
っ
た
例
も
あ
る
。
千
葉
敏
雄
『
胎
児
外
科
』（
二
〇
〇
七
年
）
七
二
、
二
〇
九
頁

参
照
。

67
）

前
注
（
25
）
参
照
。

68
）

前
注
（
40
）
参
照
。

69
）

前
注
（
19
）
参
照
。
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